
様式 ９ 

※意見交換会を実施しない施設所管課は使用不要です 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

箕面市立多世代交流センター  

利用者等による意見交換会
～ご意見に対する指定管理者の考え・対応～

指定管理者：社会福祉法人ひじり福祉会  

開 催 日：令和７年１２月２日  

開催場所：箕面市立多世代交流センター　2 階会議室  

参加人数：４名
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 項 ご意見（要約） 考え 件数

 

1

地元の小学生と大阪大学生が交流

する機会を設けることはできない

か。また、大阪大学生や若い世代

を呼び込む方法はないですか。

センターで開催するイベントに

大阪大学生に参加してもらい、

交流を図っています。 

また、イベント以外にも交流す

る機会を検討します。

1

 

2

全ルートがセンターに到着するゆ

ずるバスの便利さをもっと広報す

れば来館者もさらに増えるのでは

ないですか。

オレンジゆずるバスにつきまし

ては、市の協力を得つつ、可能

な範囲で広報周知に努めていき

たいと思います。

１

 

3

使用中止になっている浴場の取り

扱いについては、どうなっている

のでしょうか。

浴場は、センター利用者のアン

ケートや利用者協議会等でご意

見をいただき、協議を行ってい

ます。

１

 

4

利用者協議会に「加入している同

好会」と「加入していない同好会」

とでは、貸し館の利用料金に差が

あるのはなぜでしょうか。

利用者協議会に加入している同

好会は、定例会議への出席や当

センター行事等に協力するとい

う前提で、貸館料金を減免して

います。減免の在り方につきま

しては時間をかけて十分に協議

し、検討をすすめてまいります。

１
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